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はじめに

近年，海洋プラスチックごみへの注目が高まり，世界規模での対応を求める

動きが見られる。例えば，２0１5年の G ７ エルマウ・サミットでは海洋ごみ，特

にプラスチックごみが世界的課題として認識された。また，「海洋プラスチッ

クごみに関する報告」が２0１6年の世界経済フォーラム（ダボス会議）で行われ

た。さらに２0１8年，G ７ シャルルボワ・サミットで「海洋プラスチック憲章」

が承認されている。海洋プラスチックごみの多くは内陸で発生し，風や河川等

を通じて海洋に出ることが多い。海洋プラスチックの発生源の一つは，プラス

チック製レジ袋（以下「レジ袋」）である。

レジ袋は，軽量で耐水性があり使い勝手もよく，比較的安価なことから無料
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で配布されることも多く，過剰に入手され消費される傾向が従来から問題視さ

れてきた。それゆえ一部では「使い捨て文化の象徴」とされ，ごみの増加によ

る環境汚染問題の主要因の一つとされている。反面，レジ袋は軽量なため，適

切に処理できない場合には，風や流水等の影響をうけて散乱しやすい。さらに

その原料であるポリエチレンは汚染物質を吸着しやすく，薄くて軽いことから

マイクロ・プラスチック（ 5 mm 以下のプラスチック）になりやすい。そのため，

レジ袋は海洋汚染や生態系破壊の主要因の一つとされている（ １）。そうしたこ

とから，レジ袋の削減は，主要先進諸国における喫緊の課題となってきている。

レジ袋削減政策のモデルの一つが，２00２年のアイルランドにおけるレジ袋税

の導入であった。アイルランドの環境政策は，導入後短期間で成果をあげたこ

とから世界的に注目され（ ２），後の EU 指令やアメリカの地方自治体および州

におけるレジ袋削減政策などに影響を与えた。現在では世界各国や地域（州や

地方自治体）において，様々な形のレジ袋削減政策が導入されている（ ３）。レジ

袋削減関連政策は，発生抑制（Reduce），再利用（Reuse），リサイクル（Recycle）

のうち，発生抑制に関わるものであり，散乱等による水質汚染や海洋生物への

悪影響の原因の発生を抑制することにより，環境の保全を図ろうとする政策の

一つである。

アメリカにおける公的なレジ袋削減政策は，２00７年のカリフォルニア州サン

フランシスコ市のレジ袋削減条例の制定が最初のものであり，多くの地方自治

体がそれに続いた。その後，２0１6年のカリフォルニア州のレジ袋禁止法制定が

手始めとなり，州レベルのレジ袋削減政策も進展していくことになった。アメ

リカでは年間約 １ 千億枚のレジ袋が消費されている（ ４）。こうしたレジ袋の過

剰な利用は，廃棄物処理や自然環境に悪影響を与えるため，アメリカ国内での

対策が迫られてきた。連邦レベルでの対策は導入されていないものの，先述し

たように地方自治体あるいは州レベルでの導入が試みられている。しかしなが

ら，レジ袋削減政策の導入に至るまでにレジ袋配布禁止等の規制への反対やレ

ジ袋製造業者あるいはその業界団体などによる反対運動等が随所で見られる。

そして，レジ袋政策導入の可否については，その要因等に関する研究が行われ
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てきた。

アメリカにおけるレジ袋削減に関する先行研究では，州レベルでの比較など

からその導入の可否について議論を行っているものが多い。中でもリー

（Zhongguo Li）とフー（Zhao Fu）の研究は州のレジ袋削減政策の導入の要因に

ついて分析を行っている。そこでは特に州内の社会的・経済的要因をベースに，

住民の特性に焦点をあててレジ袋削減政策の制定の可否を導き出している（ ５）。

地方自治体（市などの基礎自治体）レベルでのレジ袋削減政策の導入は，州に比

べてかなり早くから行われてきたのであり，実施数も多い。しかしながら，地

方自治体を取り上げた研究はほとんど行われていないのが実情である。

レジ袋削減政策は，行政による働きかけのみではなく，レジ袋を配布する小

売店等の理解，協力そしてなによりも，レジ袋を実際に利用する消費者すなわ

ち住民の理解，協力が欠かせない。すなわち，自治体ないしは政府が，その形

成段階で住民の合意形成をし，実施段階では住民の理解を得た上で政策が実施

される必要があり，そこにはガバナンスが機能していると考える。

そこで，本稿ではシアトル市のレジ袋削減政策を取り上げ，その実現や円滑

な運用の要因について考察する。シアトル市は，比較的早い時期にレジ袋削減

政策導入を検討し，レジ袋削減条例の成立と廃止と再成立を経験している大都

市である。その廃止は住民投票によるものであり，再成立までにいかにして住

民の理解，合意を得ることができたのかを確認する好例であると考える。本稿

では，まず第 １ 節でシアトル市のレジ袋税条例が議会の可決を経て成立後，住

民投票によって廃止された過程およびその要因について扱い，第 ２ 節でレジ袋

配布禁止条例制定の過程を示す。第 ３ 節では，レジ袋配布禁止条例の実施過程

とその効果を扱う。そして，第 ４ 節でいかなる要因がレジ袋削減政策の実現に

係ったのかについて考察を行う。

１ ．シアトル市のレジ袋税（Plastic Bag Tax）条例の制定と廃止

ワシントン州最大の都市であるシアトル市では，２008年 ７ 月に，食料品店や

ドラッグストア，コンビニエンスストアで配布するレジ袋および紙製の買い物
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袋に２0セントの課税をすることを主たる目的とするレジ袋税条例を制定し

た（ ６）。同時に外食産業における発泡スチロール製容器の提供禁止条例も可決

した（ ７）。

レジ袋税による収入は，再利用可能な買い物袋の提供や環境教育，廃棄物の

発生抑制などに充てられることとされた。それゆえ無償でレジ袋を提供するな

どの違反があった場合，事業者には２50ドルの罰金が科せられることや，レジ

袋税に関する管理や監督のため新たに ２ 名の常勤の行政職員を雇うことが規定

された（ ８）。また，年間売上が１00万ドル以上の店舗では，レジ袋税２0セントの

うち 5 セントをレジ袋の管理にかかわる費用に用いることができ，年間売上が

１00万ドル未満の店舗では２0セントすべてを管理に充てることができるとされ

た。さらに市では， １ 年間に見込まれるレジ袋税による収入の１000万ドルのう

ち１50万ドルを用いて，各世帯に少なくとも一つの再利用可能な買い物袋を提

供する費用に充てるとされていた。

これらの条例は，２009年 １ 月から施行されることとなっていた。それに合わ

せて市は，低所得世帯に無償で再利用可能な買い物袋を配布することなどを含

め，１１月までに低所得世帯へのレジ袋の影響を緩和する計画を決定するとして

いた。このように，制度設計においては事業者についても年間売上げの額によ

り，その負担が過剰にならない工夫はなされていた。また，消費者に対しても

収入等によって差の生じないような工夫も検討されていた（ ９）。

レジ袋税条例案は，環境政策を推進してきたグレッグ・ニッケルズ（Greg 

Nickels）市長と，環境，危機管理および公社委員会（Environment, Emergency 

Management and Utilities Committee）の委員長リチャード・コンリン（Richard 

Conlin）議員によって提案された（１0）。ニッケルズ市長は，２00７年には気候変動

のための全米市長会議（a Conference for U.S. Mayors on Climate Change）のホス

トを務めたり，京都議定書に基づく温室効果ガスの削減についての誓約書に全

米７00人以上の市長に署名を促すなど環境政策に力を入れていた（１１）。彼は任期

中（２00２～２0１0年）特に環境政策においてかなりの実績を上げていた。それゆ

えシアトル市の行政における環境政策の優先順位は高いものとなった。
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レジ袋税条例の導入はレジ袋の排出抑制も意図していたが，廃棄物処理政策

としての性格の強いものでもあった。提案者の一人であるコンリン議員は，条

例の趣旨はごみの減量，市が委託しているオレゴン州の民間処分場へ搬入する

ごみの減少であると述べていた（１２）。ちなみに，２006年に市では４6.７％のリサイ

クル率（廃棄物の総量に占めるリサイクル可能なもの，コンポスト等の比率）を達成

しており，２0１２年には60％以上のリサイクル率の達成を目指していた（１３）。市

の調査では，市内で年間 ３ 億6000万袋（推定 １ 人あたり600袋）のレジ袋が使用

されており，その７0％が食料品店，コンビニエンスストア，ドラッグストアか

ら出ていることが示されていた（１４）。その削減が条例制定の主目的となっていた。

レジ袋税条例の趣旨には，温室効果ガスの削減や環境保全政策も含まれてい

た。市は，レジ袋や発泡スチロール製容器の減少は，温室効果ガスの原因とな

る化石燃料の消費を削減することになるとしていた（１５）。また，市に対してコ

ンサルタント会社が提出した調査報告には，レジ袋削減の前提として，河川や

海洋へのごみの流出およびそれによる汚染，排水路のつまり，路上への散乱等

の弊害原因の除去の必要性が提示されていた（１６）。この報告書を受けて，コン

リン議員らはシアトル市にレジ袋税条例制定を提言した。

シアトル市が廃棄物処理政策に力を入れてきた背景には，歴史的経緯が認め

られる。シアトル市では，１980年代後半に市所有の ２ つの廃棄物処分場が汚染

等を理由に閉鎖されることとなった。市は処分場の閉鎖にあたって，周辺住民

への補償や土地の安全な状態への復旧等の対応が強いられた。その結果，新た

な環境政策の促進を前提とした廃棄物への対応が求められたのである。

シアトル市は，廃棄物の処理に関しては，新たな処分地購入を断念し，市か

ら約500キロメートル離れた，オレゴン州の民間の処分場での処理に踏み切っ

た。ただし，処分場へは鉄道による輸送を要し，コストが生じた。それを抑制

するためにも，シアトル市はリサイクルの促進政策を導入した。こうした政策

は住民の多くが望むものでもあった。リサイクルへの住民の理解があったこと

から，１990年代以降シアトル市においては廃棄物処理政策の徹底や住民に対す

る環境教育等の推進が図られてきた（１７）。
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こうした歴史的背景があったものの，レジ袋税条例をめぐる政策形成過程で

市民の意見は分かれていた。２00７年１２月の時点で市の調査では，すべてのレジ

袋税の賛成者は約３5％にすぎず，反対意見を持つ者も同程度存在していた。レ

ジ袋税条例案への市民の関心は高く，審議中の議会には約４,500人の市民が意

見を寄せていた。他方，レジ袋税導入反対派は，食料品店やドラッグストアな

どで課税されるレジ袋は，重量でシアトル市のごみの0.5% 程度であり，レジ

袋の多くは再利用されているため，レジ袋税を導入する必要性がないことなど

を主張していた（１８）。

食料品店協会は，レジ袋税の対象を一部ではなく「すべての店舗に拡大すべ

きだ」と主張することで，小規模店舗の経営者が反対運動に加担することを期

待する動きを見せた。また，協会は「食品の価格が上昇している時期であるの

で，適切ではない。」とも主張した。さらに低所得者を支援する団体は低所得

者に不当な影響を与えるという文書を議会に提出した（１９）。レジ袋税に反対し

ていた議員は，「経済状況が悪化し，燃料費や物価が上昇する中で新たな税を

設けることが適切なのか」（２0）と述べ，当時の経済状況を導入反対の理由として

あげていた。

シアトル市議会は最終的にレジ袋税条例を賛成 6 票，反対 １ 票（棄権 ２ 名，

定数 9 名）で可決した（２１）。こうして市長や市議会はレジ袋税条例の導入に踏み

切った。一方，当時の経済状況が好調でなかったことなどから，更なる負担と

してレジ袋税をとらえ，強い反対の意思を有している住民も多かった。

レジ袋税条例反対派住民は，その条例廃止を求めるレファレンダム実施に向

けた署名運動に取り掛かった。彼らの運動は成功し，２008年 9 月には条例の廃

止のためのレファレンダム実施が確定し，２009年 8 月に有権者による投票が行

われることとなった（２２）。この結果，シアトル市では条例賛成派と反対派の間

で，し烈なキャンペーンが展開されることになった。

賛成派の中心となった団体は，シアトル・グリーンバッグ・キャンペーン

（Seattle Green Bag campaign）であった。この団体は，運動の資金として6４000

ドルを調達し（２３），広報活動等を展開した。反対派の中心となった団体は，全
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米規模のプラスチック産業関連団体であるアメリカ化学工業協会や，セブンイ

レブン，ワシントン州小売店協会であった。反対派は約１４0万ドルの資金を集

め（２４），テレビや新聞の宣伝などによる大規模なキャンペーンを展開した。

賛成派は，①レジ袋は石油製品であるため，再生不可能な石油を多量に消費

することになり，資源の無駄になる，②レジ袋は生分解されず，劣化等により

細分化され汚染物質となり，土壌等にとどまってしまう，③レジ袋のリサイク

ル率は １ ％程度と低く，適切な処理がされないことにより散乱し，水路を詰ま

らせたり，海岸を汚染することになる，④海洋生物など野生生物の生命を危険

にさらす，と主張した（２５）。彼らはまた，オレゴン州の埋立処分場に送るごみの

量を年間で鉄道車両約50台分を削減することができるとも主張した（２６）。条例賛

成派は，自然環境への悪影響や廃棄物処理に関する問題点を強調したのである。

これに対し反対派は，①レジ袋は埋立処分場に搬入されるごみの総量の

0.２％程度しか占めていない，②近年のレジ袋は国内の天然ガスからも製造さ

れていて，国内で消費される石油の ３ ％程度しか使われていない，③バスなど

の公共交通機関の利用促進やガソリン税の引き上げなど環境政策としては他の

手法もある（２７），④消費者の約90パーセントがすでにレジ袋を再利用している（２８），

⑤レジ袋税の導入により，レジ袋が７0％削減されたとしても住民は年間１500万

ドルの費用負担を強いられる可能性がある（２９），といった主張を展開した。反

対派は，レジ袋の削減だけではほとんど問題解決に繋がらないことや，金銭的

な負担が増えること，低所得者や食糧援助プログラムの対象者には２0セントの

支払いや再利用可能な買い物袋の購入は大きな負担となることを強調した（３0）。

２009年 8 月の投票の結果，反対5３％，賛成４７％となり，レジ袋税条例は廃止

されることになった（３１）。反対派はアメリカ化学工業協会が投じた多額の資金

を背景に，レジ袋税条例の廃止を勝ち取った。

２ ．シアトル市のレジ袋配布禁止（Plastic Bag Ban）条例の制定

シアトル市では､ ２009年のレジ袋税条例廃止後も，廃棄物処理過程でレジ袋

が選別機械に巻き付くことによる機能停止やそれにともなう作業効率の低下，
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生活環境や自然環境の悪化等の問題が継続していた。それゆえ，レジ袋税条例

廃止に関するレファレンダムで敗北した条例賛成派は，レジ袋配布禁止条例の

制定を求めて地道な努力を継続させていた。賛成派には追い風が吹いていた。

シアトル市では未だに年間約 ２ 億9２00万のビニール袋が使用されていることが

明らかになっていた。そして，２0１0年には，シアトル市西部の浜辺に打ち上げ

られたクジラの胃の中から２0枚のレジ袋が見つかる事件（以下「クジラ事件」）

が起こった（３２）。また，ワシントン大学タコマ校の都市水センター（Center for 

Urban Waters）のジュリー・マスラ（Julie Masura）は「２0１0～２0１１年の過去 １

年半の間にピュージェット湾から採取した水の中にマイクロ・プラスチックが

含まれている」と報告した（３３）。こうした出来事や報告は，シアトル市の住民

に過剰なレジ袋の提供が自分たちの住む地域の環境を損ねているばかりか，住

環境のみならず自然環境も汚染し，海洋生物等に甚大な影響を与えていること

を強く認識させたのである。

シアトル市民の自然環境の保護の側面からのレジ袋削減に関する認識の高ま

りが，新たなレジ袋削減政策導入の緊急性を自覚させたのであった。その結果

シアトル市では，新しいレジ袋削減に関する条例の制定が模索されることに

なった。そのモデルとなったものが，シアトル市でのレファレンダムによるレ

ジ袋税条例廃止の要因を研究し，シアトル市よりも導入可能で継続しやすい条

例の制定を目指していた，ベリンガム市の成功体験であった。

ベリンガム市は，シアトル市と同時期にレジ袋配布禁止条例の制定を検討し

ていた。ベリンガム市はシアトル市でのレジ袋税条例の廃止を受けて，その原

因の分析などを行い（３４），市民の理解が得られやすい内容のレジ袋禁止条例を

成立させた（３５）。ベリンガム市で行われた調査では，他の多くの都市がレジ袋

のみを対象としているのに対して，シアトル市では会計時に配布される紙袋に

も課税したこと，制度監視のための行政職の新設と，年間３00万ドルから１000

万ドルと見込まれた税金が新職員の人件費等となることが住民の不信感を醸成

し，条例廃止の主要因となったと評価されていた（３６）。

シアトル市は，ベリンガム市の評価やレジ袋税条例廃止の反省に基づき，新
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たにレジ袋配布禁止条例制定に向けて，廃止されたレジ袋税条例に大きな修正

を加えた条例案を作成した。その一つは，政策の仕組みの単純化であった。レ

ジ袋税条例ではプラスチックおよび紙製の袋に課税したことから，税が適切に

処理されているか，それぞれの店舗から適切に収められているか等の管理が必

要とされていた。それゆえ管理を担当する新たな行政職員を雇う必要が生じて

いた。

新条例案では，市に新たな税収は発生せず，レジ袋が条例に反して配布され

ていないかということを確認することが，市の管理上での主要な業務となり，

新たな職員雇用の必要性は生じなかった（３７）。レジ袋税条例制定過程では，資

源・廃棄物政策を中心とした制度設計がなされていたが，レジ袋配布禁止条例

制定にあたっては，より広い環境政策の性格が強調された。この形成過程では，

「クジラ事件」などが，レジ袋削減の必要性に関する住民の意識を高揚させて

いったことから，レジ袋削減政策の焦点は環境保全に移っていった。レジ袋配

布禁止条例制定に賛成するアクターとして，環境保全関連団体等が積極的参加

を前面に押し出したのである。

「クジラ事件」や水質汚染報告が，改めて市民の関心をレジ袋削減政策の必

要性に向かわせた。環境ワシントン（Environment Washington），サーフライ

ダー・ファウンデーション（Surfrider Foundation），ピュージェット湾のために

活動する市民の会（People for Puget Sound），シエラ・クラブ（Sierra Club）な

どの自然環境の保護を主張する団体は，約１４00の署名を集め，市議会にレジ袋

配布禁止を要請した（３８）。また，環境保護に関する諸団体や海洋生物学の研究

者なども，「クジラ事件」や水質汚染などを理由に，シアトル市内の水質や生

態系を守る必要性を訴え，海洋生物を守るためにもレジ袋配布禁止条例に賛成

する意見を述べた（３９）。小売店側の姿勢にも変化があらわれた。その一つが小

売店を代表するワシントン州の食料品店（Safeway，QFC や Fred Meyer など）

が加盟する北西部食料品店協会（Northwest Grocery Association）の動きである。

この協会は２009年のレジ袋税条例の廃止に際しては中立を表明していたが（４0），

レジ袋の店頭での配布禁止により，レジ袋に関する経費が削減されることを理
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由に，新条例に対して賛成を表明した（４１）。

他方，反対派の活動は縮小傾向を強めていた。その背景に，ワシントン州に

おけるレジ袋削減政策の導入計画があった。レジ袋税条例廃止の際に多額の資

金を提供していたアメリカ化学工業協会などは，当時検討されていた州レベル

でのレジ袋削減政策の導入への反対運動に注力することになり，シアトル市で

の活動へはほとんど関与しなかった（４２）。このように「クジラ事件」等が示し

た環境問題の影響があまりにも大きすぎたことから，反対派は，レジ袋税条例

への反対運動の時のように，関連企業や団体などからの資金的な援助も得られ

ず，力を失っていった。

また，政策内容においても，反対派の主張の中心であった経済的な側面は，

政策手法あるいは政策の設計により解決されたため，問題とならなくなってい

た。それでも反対派は，以前と同様の主張を続けながら，レジ袋配布禁止条例

の導入について，市民に対して何が良いのかということを諭すような「過保護

国家（nanny state）」の一例であると批判した（４３）。なお，反対派の一部の市民

は，レジ袋配布禁止条例の成立後に廃止のためのレファレンダムを行おうと署

名を集めようと試みたが，期間中に十分な署名を集めることができず断念せざ

るを得なかった。

シアトル市では２0１１年１２月にレジ袋配布禁止条例を成立させることに成功し

た。レジ袋配布禁止条例の内容の中心は，「小売店でのレジ袋の配布を禁止し，

店舗は店頭で配布する紙袋に最低 5 セントの課金をすることができる」という

ものであった（４４）。禁止の対象は会計の際に提供されるレジ袋（厚さが約0.06ミリ

メートル未満で，再生不可能な資源により製造された袋）である。ただし，大量の

食品および肉，花，ベーカリー製品に用いる袋，雨除け等のため新聞に用いら

れる袋，ドライクリーニングで用いられる袋については対象外とした。また，

食料支援プログラムの対象となる低所得の住民には，無料で紙袋を提供する措

置をとっている（４５）。

レジ袋税を徴収する限り使途についても住民の関心は強まる。レジ袋税条例

では税収をどのように使うのかについても新たに決めなければならず，職員の
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由に，新条例に対して賛成を表明した（４１）。
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食品および肉，花，ベーカリー製品に用いる袋，雨除け等のため新聞に用いら

れる袋，ドライクリーニングで用いられる袋については対象外とした。また，

食料支援プログラムの対象となる低所得の住民には，無料で紙袋を提供する措
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では税収をどのように使うのかについても新たに決めなければならず，職員の

� 199シアトル市におけるレジ袋削減をめぐる政策過程（鈴木）

採用も必要とされた。それゆえレジ袋配布禁止条例においては，小売店でのレ

ジ袋配布をチェックするだけに止め，市の関与を単純にし，レジ袋削減の実態

を把握しやすくしたのである。

３ ．シアトル市のレジ袋配布禁止条例導入の成果

レジ袋配布禁止条例を制定した後のシアトル市では，２0１２年から２0１5年の ４

年間で，人口が約１0％増加しているにもかかわらず，埋立処分場に運ばれるプ

ラスチック製の袋は２6２トンから１３6トンへと，約50％減少した（４６）。人口増加

の下でも排出量が減少していることからみても，「クジラ事件」等を契機に環

境保護意識が高まったと思われる（４７）。

自然保護活動等を行う環境ワシントンの実施したレジ袋配布禁止条例の施行

１ 年後の調査では，買い物客の6４％がレジ袋の配布禁止に賛成しており，再利

用可能な袋を持参する買い物客が50％増加し，市内の 9 つのスーパーマーケッ

トで約900人の買い物客を調査した結果では，男性よりも女性の方が，中年よ

りも若い人たちの方がレジ袋配布禁止を支持していることが報告されてい

る（４８）。こうした事実から，レジ袋配布禁止条例の制定には，若い女性の支持

行動が大きかったことがわかる。条例の目的をより具体化していくためには，

高齢者や男性の理解を高めていくことが必要といえる。

ほかにも，レジ袋配布禁止条例導入直後に，７6％の再利用可能な買い物袋の

使用が増えたとの調査報告がある（４９）。こうした効果を生み出した施策の一つ

として，シアトル市が，条例の施行直後に，再利用可能な買い物袋の持参促進

を目的に，食料品店であるセーフウェイ（Safeway）と協力して，日曜日に店頭

で３２000袋の再利用可能な袋を配布していたという実績がある（５0）。市のこうし

た努力の結果，市の２0１8年の報告書では，レジ袋削減は廃棄物処理にも寄与し

ており，推定費用は約 5 万ドルと，従来の処理費用の ２ 分の １ から ３ 分の １ に

減少していることが強調されている（５１）。このように，レジ袋配布禁止条例の導

入は，レジ袋の削減という直接的な効果ばかりでなく，廃棄物処理施設の延命

や廃棄物関連経費の削減といった，多くの付随効果を生み出してきたのである。
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シアトル市はワシントン州内で最大の都市であり，州全体で早期にレジ袋削

減政策を導入した地方自治体の一つでもあった。そのようなシアトル市が条例

を制定し，実効性をあげるための効果的な施策を推進してきた結果，そこから

大きな効果を生み出した。シアトル市の成功は，近隣の自治体の廃棄物処理や

環境政策にも大きな影響を与えた。実際に，シアトル市のレジ袋配布禁止条例

制定に続いて，シアトル市周辺の実に３0あまりの自治体が同様の条例を制定し

たのである（５２）。２0２0年 ３ 月にはワシントン州においてもレジ袋配布禁止法が

制定（２0２１年に施行）されるに至っている（５３）。

レジ袋配布禁止条例の効果を上げるためには，各店舗にレジ袋を配布しない

ことを徹底させることが重要である。シアトル市内のレジ袋無配付の店舗の比

率は，２0１6年には全体で７0％程度であったが，２0１8年には約85％にまで上昇し

ている。レジ袋配布禁止の順守率が低かった店舗には，コンビニエンスストア，

中小規模の個人経営の食料品店，海外の食料品などを扱う店舗などが多かった。

この原因として，前二者は従業員の離職率が高い傾向にあり，従業員の多くが

レジ袋配布禁止について正確に認識していない場合が多かったためであり，後

者は従業員が海外出身者である場合が多く，言語的なハンディキャップ等の影

響から，条例の内容について理解できていないケースが多かったためとされて

いる（５４）。それゆえシアトル市は，条例の順守率を向上させるための，情報の

周知徹底に取り組んだのである。

シアトル市では，条例の導入当初，廃棄物発生抑制の担当者によって， 5 ～

6 言語で条例の内容を説明するパンフレットを作成，約500の店舗への訪問が

企画されていた。このように海外出身者への対応も含めた準備がされていた。

その後，市内の条例の順守率を向上させるために，市は２0１７年 ２ 月および ４ 月

に小売店6000店へ電子メールや郵送による情報提供を行った（５５）。こうした行

政の努力が，条例の順守率向上の主たる要因となったのである。

シアトル市では条例によって，条例の内容を順守していない店舗に対して，

最初に文書による警告を行い，それでも是正が認められなかった場合には直接

店舗に市の職員が出向き指導を行い，そうした経過を経ても是正が認められな
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かった場合には罰金を科すことが認められている（５６）。実際には罰金が科され

たことはないが，シアトル市は多言語の説明資料を作成・配布したり，文書ま

たは面談による指導を行うことで，レジ袋配布の抑制に努めたのである。

政策の導入当初に順守率が低かった理由として，レジ袋から紙袋に移行する

中での経費の問題があげられていた。２0１３年の調査では，約 ３ 分の １ の店舗が，

レジ袋の方が紙製のものよりも安価であったことから，店頭で紙袋を配布した

場合の経費増が，紙袋に課している 5 セントでは補填できないことを主張して

いた（５７）。

実施過程では課題も見出された。その一つは，持ち帰り食品や野菜等に用い

られていた緑色のプラスチック製袋の配布に関するものであった。店舗では，

同様に着色された堆肥化可能なプラスチック製袋も配布されていた。野菜など

に用いられる緑色の袋は，堆肥化できない素材であり，市による収集の際には

リサイクルの対象外であった。しかし，この袋は，リサイクルの対象である堆

肥化可能な袋と混同され，住民によってリサイクル対象品として分別され，市

が回収してしまうケースが多々見られた。このように堆肥化されない袋がリサ

イクル施設の素材に混入してしまうことにより，リサイクル施設では堆肥化が

進まないばかりか，汚染等が進んでしまうという被害を惹起してしまった。そ

こで，市は２0１6年にレジ袋配布禁止条例を改正し，緑色の袋についても配布禁

止にした。その結果，２0１8年の調査では，調査対象の食料品店の１0％未満（6３

店舗中 6 店舗）で条例が規制する袋の配布が見られたが，数は以前よりは減少

した（５８）。

また，配布禁止対象外のプラスチック製フィルムなどは，リサイクル対象物

として行政が回収していたが，機械選別のローラー等に巻き付き，機械を止め

てしまうことが時折みられた（５９）。それゆえシアトル市は，企業などの協力を

得て，２0２0年より行政回収の際にそれらのフィルム等をリサイクル品から除外

し，選別機械に影響を与えないような新たなリサイクルを促進する仕組みを確

立した（６0）。

こうした規制強化策の追加が可能となった背景には，シアトル市民の環境意
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識の高揚が認められる。このような努力が成果を上げたことから，シアトル市

では廃棄物としてのレジ袋は減少し，住民のマイバッグ等の持参率も上昇した。

それでも市は，レジ袋の配布禁止を徹底するために，シアトル市は現在でも小

売店に対する働きかけを継続させており，その効果も出はじめているのである。

４ ．レジ袋削減政策実現の要因

シアトル市では産業化が都市化を進展させ，経済成長が環境汚染を招いた。

すなわち，１960年代以降の急速な都市化や工業化の進展により，豊富な河川や

湖，海洋などの汚染が見られるようになっていった。それゆえ水質の改善など

の環境政策を取り入れることが，市の喫緊の課題となっていた。

シアトル市では，１980年代に廃棄物埋立処分場を閉鎖せざるを得なくなり，

市民に対して廃棄物の削減やリサイクルの促進を要請するようになった。廃棄

物削減策として市は，１998年にリサイクル率を60％にする計画を市民に提示す

るとともに，全米で初めてのカーブサイド収集（自宅前の歩道脇に出されたごみ

等を収集）やごみの重量制による有料化をこの時期に導入した。こうしてシア

トル市ではごみの減量が推進されてきた（６１）。

このような政策の導入や実施には，常に住民運動や住民による政策の選択を

通した支持が影響を与えていた。そうした経験の結果，シアトル市は全米でも

有数な環境都市となった（６２）。環境都市としての意識は，さらなるシアトル市

の環境政策展開の契機となり，行政や市民も誇りを持って政策の実施等に取り

組んでいるのである。レジ袋削減政策の導入も，経済的要因等に加え，こうし

た自負が背景にあると考えられる。

２0１７年のリーとフーの研究では，州のレジ袋削減政策導入の要因には，①地

理的要因，②プラスチック産業等の影響，③ 生活にかかる費用（cost of living），

④経済発展（economic development）の程度，⑤教育水準があり，その指標を満

たすことが導入可能性の程度に影響するとされている。そうした指標の中では，

生活にかかる費用，教育水準，経済発展の程度，地理的要因，プラスチック産

業等の影響の順で，レジ袋削減政策導入に関連性が高いと説明している（６３）。
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彼らの研究成果に基づいてシアトル市を考察すると，シアトル市の生活にか

かる費用を示す値は１７２.３と全米平均より高く（６４），教育水準も，高校卒業以上

の人口に占める割合は90％以上で，大学卒業以上の人口の割合も50％以上で全

米平均より高かったことがわかる（６５）。つまり，住民がレジ袋に税金や手数料

を払うだけ生活に余裕があり，レジ袋削減に理解がある教育水準の高い住民が

多いことなど，シアトル市は州ではないものの，レジ袋税導入時から彼らの研

究で示された条件を十分に満たしていたのである。
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力な介入を実施した。シアトル市の場合は，プラスチック産業からの強い影響

を影響を受けていたことがわかる（６８）。

２00７年のサンフランシスコ市レジ袋削減条例の政策形成過程においても，プ

ラスチック産業の影響が認められていた。サンフランシスコ市では当初，レジ

袋への課金が検討されていたが，プラスチック産業関連団体が約３00万ドルを

費やし反対運動を扇動した結果，サンフランシスコ市はレジ袋の配布禁止へと

手法を変えることで条例を制定させていた（６９）。サンフランシスコ市は，条例

の形成過程においてプラスチック産業等からのロビイングがあり，政策手法を

変更することによって条例制定にこぎつけた。

他方シアトル市では，レジ袋税条例の成立後にプラスチック産業による廃止

に係るレファレンダムへの運動が行われた。レジ袋税条例を制定させたシアト

ル市政府は，住民の環境政策促進への理解を確信していた。しかし，景気の悪

化やレジ袋税条例廃止に向けた全米規模の業界団体の圧力を受けてレジ袋税廃

止に向けたレファレンダムが成立し，レジ袋税条例が廃止されることになった。

シアトル市の事例は，ある種の条例の不成立や廃止の要因の一つとして，大

きな外在的要因の存在が認められることを示している。シアトル市のレジ袋税

廃止においては，不景気という経済的要因と利益団体による政治的要因が大き

な影響を与えた。シアトル市のケースは，こうした外在的要因が負の影響を与

えた事例といえる。

シアトル市におけるレジ袋削減政策の形成過程では政治的要因の影響もみら

れる。共和党所属あるいは支持者は，レジ袋等に対する規制に反対する傾向に

あるといわれる。その点，シアトル市議会は民主党所属議員が多数派であり，

市長も民主党系であることから，レジ袋削減政に親和的であると考えられ

る（７0）。また，伝統的に森林関係企業の多いシアトル市では，環境を重視する

企業が多く，小売店も含めてレジ袋配布禁止条例の支持層を形成していた。景

気悪化等のためからレジ袋税条例を廃止させたシアトル市民は，「クジラ事件」

等を契機に再び環境保護政策を重視する姿勢に転じたのである。その結果，レ

ファレンダムの投票とは反対の行動を多くの住民は取ったことになる。
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� 205シアトル市におけるレジ袋削減をめぐる政策過程（鈴木）

シアトル市では，現在も環境政策や廃棄物処理政策としてレジ袋削減政策を

継続しているばかりか，直近でリサイクル率60％が達成されたことから，２0１8

年には長期的にリサイクル率７0％を達成することなどの廃棄物の削減目標を示

し，さらにエネルギーと天然資源の節約，海洋汚染やごみの削減，都市全体の

廃棄物の削減とその管理，処理コストの削減などを目標にしている（７１）。この

ように市の環境政策の重要性の発信は，現在のレジ袋削減政策推進の原動力の

一つとなっている。

加えてシアトル市では，２008年に発泡スチロール容器の使用禁止条例，レジ

袋税条例の制定や２0１8年にプラスチック製ストローやプラスチック製の食器の

使用禁止とし，地域環境への影響等を考慮し，環境に悪影響を与えるプラス

チックを削減するという一貫した政策を推進している。シアトル市の環境政策

はレジ袋削減政策だけではなく，プラスチック全般に対する削減政策を実施し

てきた。レジ袋削減政策の一定の効果を住民も受け入れてきたのである。

結びに代えて

シアトル市は２008年にレジ袋税条例を制定した。その目的は，市が推し進め

る廃棄物政策の一環であり，市はそれにかかる経費として，市民に税などの新

たな負担を求めたのであった。シアトル市は，レジ袋の削減によってもたらさ

れる環境への影響に触れながら，「市は温室効果ガス削減の都市として全米の

リーダーになり，廃棄物削減とリサイクルの増加を通じてその努力をさらに進

めようとしている」（７２）と市民に伝え，レジ袋税への理解を求めた。

しかし，当時のシアトル市の経済状況は好調なものではなく，新たな負担へ

の抵抗感を持つ市民も少なくなかった。そこに，プラスチック業界を束ねる全

米規模のアメリカ化学工業協会が，反対運動へ介入し，反対運動に巨額な資金

提供を行った。時期的な状況もあり，シアトル市民はレジ袋税条例廃止のレ

ファレンダムに賛成したのである。

その直後，シアトル市民は，近海での「クジラ事件」を知り，レジ袋による

海洋汚染等による悪影響を目の当たりにし，自分たちの地域の環境を守る必要
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があること，少なくともレジ袋削減が必要なことを強く認識したのである。行

政はレジ袋税条例への市民の反発の経験もあり，新たな負担を市民に強いるこ

とのない，店頭でのレジ袋配布禁止を削減手法として選択した。

現在，シアトル市ではレジ袋配布禁止が受け入れられ，住民が再利用可能な

買い物袋も持ち歩くことで，店頭で配布するレジ袋以外の袋類も削減されると

いう効果を生んでいる。シアトル市のレジ袋削減政策をめぐる政策過程では，

市長をはじめ議会および職員を含む自治体政府とレジ袋を提供してきた小売店

およびレジ袋を利用する住民の間でガバナンスが効いたことにより，レジ袋削

減政策の成立および効果的な実施が可能になったと考えられる。

シアトル市では行政だけでなく，住民が環境政策の重要性を認識し，協力し

て政策を実施しているのである。そして，こうして円滑に実施されているのは，

政策形成過程においても行政が住民の意見等を反映できているためでもある。

特にシアトル市では，レジ袋税の導入の際に住民投票が行われ，住民の間でそ

の可否について議論が行われるきっかけとなった。そして，レジ袋税条例廃止

の後，改めて環境保護の視点から議論が行われ，レジ袋配布禁止条例の導入に

至った。ここでは，住民の意思が反映され，行政と住民で政策目的が共有され

ていた。その結果，行政がレジ袋を配布する小売店などに説明を行うことや住

民への周知によって，目的を達成する上での協力の範囲は拡大し，効果的なレ

ジ袋削減が実現した。このことからシアトル市のレジ袋削減政策についての一

連の過程を見てくると，ガバナンスの成果が見られる事例として捉えることが

できる。また，このようにシアトル市の事例を通して，政策決定の際の住民の

意思の反映や住民の理解がレジ袋削減政策を推進する上で重要であると判断で

きる。

一方で，こうした政策形成，実施過程におけるガバナンスあるいは行政と住

民との協働は，レジ袋削減政策に限られたものなのか，その他の環境政策，あ

るいはその他の分野の政策においても見られるものなのかといった疑問も残る。

こちらについては，今後の課題としたい。
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